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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２９年４月２４日（平成２９年（行情）諮問第１５５号） 

答申日：平成２９年６月８日（平成２９年度（行情）答申第８１号） 

事件名：「日・米物品役務相互提供協定」に関して行政文書ファイル等につづ

られた文書の開示決定に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「「日・米物品役務相互提供協定」（２０１６年９月２６日署名）に関

して「行政文書ファイル等」（平成２３年防衛省訓令第１５号「防衛省文

書管理規則」）につづられた文書の全て。」（以下「本件請求文書」とい

う。）の開示請求につき，「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間

における後方支援，物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメ

リカ合衆国政府との間の協定」（以下「本件対象文書」という。）を特定

し，開示した決定については，本件対象文書を特定したことは，妥当であ

る。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年１１月２４日付け防官文第

１９８５１号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求

める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求書及び意見書の記載によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）本件対象文書につき，本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイ

ル形式以外の電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求め

る。 

（２）本件対象文書の履歴情報が特定されていなければ，改めてその特定を

求める。 

（３）特定されたＰＤＦファイルが本件対象文書の全ての内容を複写したも

のであるかの確認を求める。 

（４）本件対象文書に「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２

４年４月４日付け防官文第４６３９号）として開示されなかった情報が

存在するなら，改めてその特定と開示・不開示の判断を求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 
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 １ 経緯 

   本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当

する行政文書として本件対象文書を特定した。 

本件開示請求については，法１１条を適用して平成２９年４月２８日ま

で開示決定等の期限を延長し，まず，平成２８年１１月２４日付け防官文

第１９８５１号により，本件対象文書について開示決定（原処分）を行っ

た。 

本件審査請求は，原処分に対してされたものである。 

２ 審査請求人の主張について 

（１）審査請求人は，「他にも文書が存在するものと思われる。」と主張し，

本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録

形式が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，原処分にお

いて特定した本件対象文書の電磁的記録はＰＤＦファイル形式であり，

それ以外の電磁的記録は保有していない。 

   なお，審査請求人は，処分庁が原処分における行政文書開示決定通知

書においてＰＤＦファイル形式の電磁的記録を特定したかのように述べ

るが，法その他の関係法令において，特定した電磁的記録の形式まで明

示しなければならないことを義務付けるような趣旨の規定はないことか

ら，原処分においては「ＰＤＦファイル形式」と電磁的記録の形式まで

明示していない。 

（２）審査請求人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本件

対象文書の履歴情報についても特定するよう求めるとともに，「平成２

４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対象文書の内

容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法に反する」とし

て，「本件対象文書の内容と関わりのない情報」についても特定し，開

示・不開示を判断するよう求めるが，本件対象文書の履歴情報やプロパ

ティ情報等については，いずれも防衛省において業務上必要なものとし

て利用又は保存されている状態になく，法２条２項の行政文書に該当し

ないため，本件開示請求に対して特定し，開示・不開示の判断を行う必

要はない。 

（３）審査請求人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写

の交付が行われている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写に

は欠落している可能性がある。」として，特定されたＰＤＦファイルが

本件対象文書の全ての内容を複写しているか確認するよう求めるが，本

件審査請求がされた時点においては，開示の実施は行われておらず，し

たがって複写の交付も行われていない。 

（４）以上のことから，審査請求人の主張はいずれも理由がなく，原処分を

維持することが妥当である。 
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第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年４月２４日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年５月３０日     審査請求人から意見書及び資料を収受 

④ 同年６月６日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

法１１条に規定する特例を適用した上，１回目の決定として「日本国の自

衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援，物品又は役務の相互

の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」（本件対

象文書）について開示する原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，本件対象文書のＰＤＦファイル形式以外の

電磁的記録の特定等を求めているが，諮問庁は，原処分を維持することが

妥当であるとしていることから，以下，本件対象文書の特定の妥当性につ

いて検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の保有状況について，当審査会事務局職員をして諮問庁

に確認させたところ，諮問庁は以下のとおり説明する。 

ア 本件対象文書は，自衛隊と米軍との間において物品・役務を相互に

提供する際の決裁手続等の枠組みを定めた協定であり，平成２８年９

月２６日に，外務大臣と駐日米国大使との間で署名が行われたもので

ある。 

  イ 当該文書については，外務省からＰＤＦファイル形式のデータによ

り提供を受けたものであり，ＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録は

保有していない。 

（２）そこで検討すると，当審査会において，諮問庁から本件対象文書の提

示を受けて確認したところ，本件対象文書は，外務大臣と駐日米国大使

との間で署名が行われたものであることが認められ，その記載内容に照

らし，諮問庁の上記（１）の説明が不自然，不合理であるとはいえず，

ほかに本件対象文書についてＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録の存

在をうかがわせる事情も認められない。 

したがって，防衛省において，本件対象文書についてＰＤＦファイル

形式以外の電磁的記録を保有しているとは認められない。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 
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 ４ 本件開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，開示した決定については，諮問庁が，防衛省において本件対象文書の

ＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録を保有していないとしていることは

妥当であると判断した。 

（第１部会） 

  委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 

 

 


